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 １ 地方分権改革の推進について 

 
地方分権改革は、地方自らの判断と責任による自主的・自立的行

政運営を促進し、個性豊かで活力のある地域社会を実現するために

不可欠であり、その着実な推進を図ることが必要である。 

政府は平成２２年６月に「地域主権戦略大綱」を閣議決定し、広

範な分野にわたって取組方針を示し、地域主権改革関連３法や第二

次一括法の成立、地域自主戦略交付金の創設など法律の制定や制度

の創設・改正がなされた。 

しかしながら、政府内での調整が進展していない国の出先機関原

則廃止や「従うべき基準」が多用されている義務付け・枠付けの見

直しに代表されるように、「補完性の原則」の観点や地方の自由度の

拡大という観点から取組が不十分と言わざるを得ない。 

今後政府は、新たな国と地方のあり方を視野に入れた検討を行う

とともに、地域のことは地域に住む住民が決めるという地域主権改

革の原点に立ち返り、大綱に掲げた取組の確実な実行と、国から地

方への税源移譲の実現等の更なる改革の具体化に向け、強いリーダ

ーシップのもと、迅速かつ全力を挙げて取り組むべきである。 

さらに、厳しい経済・雇用情勢が続く中、住民生活を守り、地方

経済を支える地方財政は、三位一体の改革による地方交付税の削減

や社会保障関係費等の増加により危機的な状況に陥っていることか

ら、政府が進める社会保障・税一体改革においては、地方と十分な

調整を行うなど、持続可能で安定的な財政運営ができる税財政制度

を早急に構築することが不可欠である。 

したがって、次の事項について特段の措置を講じられるとともに、

今夏策定の「地域主権推進大綱（仮称）」など今後の地方分権改革を

進めるに当たっての基本理念として共有していただきたい。 
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１ 事務・権限の移譲 

中央政府の役割は外交・安全保障などに特化し、地方でできる

ことは地方に移譲するという観点から、地方分権改革推進委員会

の勧告の内容等を受け止めた上で、地域主権戦略大綱で示された

内容に留まらず、更なる事務・権限の移譲を早急に行うこと。 

 

２ 義務付け・枠付け等の見直し 

地方自治体の自由度を拡大し、地方の創意工夫を活かした住民

本位の施策を推進することができるようにするため、早期に国に

よる義務付け・枠付け、関与について廃止を基本とした更なる見

直しを徹底するとともに、条例による法令の上書き権を含めた条

例制定権の拡大を進めること。 

第三次一括法案については、速やかに成立させるとともに、条

例制定に必要な政省令をその基準の設定根拠と併せて早急に示す

こと。また、今後の見直しについては、地方の意見に真摯に対応

するとともに、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえ、これま

での見直しで未実施とされた項目や一部実施に留まっている項目

及び見直しが手付かずの項目についても政治主導で見直しを実現

すること。 

設置基準等が条例に委任される施設等については、地方が独自

に基準を策定しても国庫補助等の対象外とならないよう、補助要

綱等の見直しの考えを示すとともに、適切な財源措置についても

留意すること。 

これまでの見直しでは、例えば、福祉施設に配置する職員の数、

居室の面積などについて「従うべき基準」が相当数設定されてい

るが、廃止又は参酌すべき基準へ移行するよう速やかに見直し、

今後の見直しに当たっても、法制化により既に設定されたものの

撤廃も含め、地方の裁量を許さない「従うべき基準」の設定は原

則行わないこと。 
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さらに、地方分権改革推進委員会の第３次勧告において示され

た、各府省における法案の立案段階での「チェックのための仕組

み」を確立すること。 

あわせて、国が審査請求・再審査請求を受けて行う裁定的関与

については、国民の権利利益を迅速かつ公正に救済する仕組みに

も配慮した上で、地方分権の視点から見直すこと。 

 

３ 国の出先機関の原則廃止 

国の出先機関については、「補完性の原則」に基づき、事務・権

限の必要性を精査した上で、国が担うべき事務・権限以外は地方

に移譲し、原則廃止すること。 

特に、移譲対象事務の受入主体については、広域連合に限定す

ることなく、地方側が求める場合には都県単独、広域連携による

受入も可能とするとともに、移譲対象事務についても出先機関単

位で全ての事務・権限に限定することなく、一部の事務・権限の

受入を可能とすること。 

さらに、地方が強く移譲を求めているハローワークや直轄道

路・直轄河川については、財源措置等の具体的な制度的枠組みを

明示した上で直ちに移管し、これら以外の事務・権限の移譲につ

いても、府省の自己仕分けを協議の出発点とせず、地方の意見を

十分に踏まえ、積極的に取り組むこと。 

なかでも、ハローワークについては、東西１箇所ずつのハロー

ワーク特区（仮称）の試行的実施に留まらず、各都県が行った「ア

クション・プランを実現するための提案」に誠実に対応し、全国

一斉の移管を行うこと。 

また、事務・権限の移譲に当たっては、政府が責任を持って、

必要な税財源等を一体的に移譲するとともに、人員の移管につい

ても、地方が必要とする人材の確保など地方と十分に協議を行う

こと。 
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４ 分権型社会にふさわしい税財源の充実強化 

「地域主権戦略大綱」では、国から地方への税源移譲の実現に

向けた具体的な方策が明確に示されていない。 

まず、地方を含めて早急に検討を行い、具体的な方策を明確に

すること。 

その際、地方が担うべき事務と権限に見合った地方税財源の充

実強化を図るため、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方

税体系の構築を図りつつ、国からの税源移譲を速やかに進めるこ

と。 

この場合において、税財源の調整が優先され、税源移譲の推進

が地方間の水平調整に置き換えられることがないようにすること。 

また、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は、税制の抜本

的な改革に併せて抜本的に見直すこととされ、見直しの時期につ

いても、地方消費税率の引上げ時期を目途とされている。この措

置は、税の受益と負担の原則に反するとともに、地方税を充実す

るという地方分権の基本方向にも逆行するものであり、このよう

な不合理な暫定措置は確実に撤廃し、地方税として復元すること。 

なお、地方税財源の充実が図られるまでの間にあっても、財政

運営に支障が生じないよう、地方一般財源総額を安定的に確保す

ること。 

 

５ 地方消費税の拡充と「社会保障と税の一体改革」における安定

財源の確保 

今後、医療、福祉等の社会保障や教育、警察、消防等の住民生

活に必須の行政サービスを安定的に提供していくためには、その

財源として、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方消費税

の拡充が必要である。 

特に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革

を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
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案」等では、地方が社会保障分野において担っている役割や地方

単独事業の重要性を踏まえ、地方消費税の税率を１．２％引き上

げるとともに、消費税に係る交付税率を変更し、消費税率換算で

０．３４％充実することとされたが、今後も社会保障関係費の増

大が見込まれていることから、これらの成立に責任を持って取り

組むこと。 

 

６ 自動車関連諸税の見直しへの対応 

自動車関連諸税は、地方自治体の都市基盤整備などの貴重な財

源となっていることから、現在の税率水準を引き続き維持し、地

方の財源を確実に担保すること。 

見直しを行う場合には、地方財政に影響が及ばないよう、地方

の減収分について、地方税の拡充により確実に財源措置すること。 

また、国税において「地球温暖化対策のための税」が設けられ

たが、地方が地球温暖化対策における諸施策を担うことを踏まえ、

地球温暖化対策譲与税や地方環境税など、地方への十分な財源配

分を行う仕組みを講じること。 

さらに、原油価格の異常な高騰が続いた場合の軽油引取税など

の課税停止については、一定の期間、適用を停止することとされ

ているが、今後、当該措置が適用される場合には、国の責任にお

いて全ての地方自治体に対し、確実に減収分の補てん措置を行う

こと。 

 

７ 地方法人課税の堅持 

地方法人課税は、法人が事業活動を通じて地方団体から享受す

る様々な行政サービスに対して応分の負担をするという大原則に

基づくものであり、地方団体の重要な財源であることから縮減は

行わないこと。 
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８ 地方交付税の復元・充実 

地方交付税については、地方固有の財源であることを明確にし、

国による義務付けや政策誘導は排除すること。 

また、地方財政計画に地方の行政需要を的確に積み上げ、今後

の地方財政対策において、地方が安定的に行政サービスを提供で

きるよう地方交付税総額を充実すること。地方財源不足の解消は、

地方交付税の法定率の引上げ等によって対応することとし、臨時

財政対策債は廃止すること。 

なお、臨時財政対策債の既往の元利償還金については、その償

還額が累増していることを踏まえ、償還財源を確実に別枠として

確保すること。 

 

９ 地域自主戦略交付金の見直し 

本来、国庫補助負担金改革は、地方の自由裁量を拡大し、国か

らの依存財源ではなく、最終的には自主財源である地方税として

税源移譲することが目的である。 

平成２３年度から地域自主戦略交付金が創設され国庫補助金の

一部が交付金化され、平成２４年度には対象事業・要件の拡大や

新たに政令指定都市へも導入されるなど制度として一定の進展は

見られる。しかし、本来望ましい「税源移譲」実現までの経過措

置であることを明確にした上で、国と地方の協議の場や地域主権

戦略会議等において十分に議論し、今後も対象事業・要件の拡大

を図るなど、より柔軟に地方の知恵と創意が活かせるものとする

こと。 

配分に当たっては、地方における社会資本整備事業等の重要性

に配慮し、地方が真に必要とする公共事業を着実に実施できるよ

う、地域自主戦略交付金をはじめ、公共事業関連予算の総額を確

保し、一括交付金化を国の財源捻出の手段としないこと。 

制度の運用面の改善としては、補助金等適正化法の適用除外や
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内閣府への事務の一元化など事務手続きの簡略化・効率化をより

一層図ること。 

なお、経常補助金については、全国画一的なものや地方の自由

裁量の拡大に寄与しない義務的な経費は一括交付金の対象としな

いこと。 

また、一括交付金による財政力格差の是正は行わないこと。 

 

10 直轄事業負担金制度の改革 

地域主権戦略大綱においては、平成２５年度までに現行の直轄

事業負担金制度の廃止とその後の在り方について結論を得ること

とされているが、地方との協議など制度廃止に向けた具体的な取

組は一向に進んでいない。 

直轄事業負担金制度は、直轄事業が全国的視野の下に国家的政

策として実施されながら、地方自治体に対して個別に財政負担を

課すものであり、地方分権の観点から極めて不合理な制度である

ことから、制度廃止に向けた具体的な手順等を盛り込んだ工程表

を作成し、早期に廃止すること。 

また、直轄事業負担金の廃止に向けては、「国と地方の協議の場」

等を通じて、地方との協議を十分に行い、地方からの意見をしっ

かりと反映すること。 

 

11 地方自治法の抜本改正 

現行の地方自治法をはじめとする地方自治制度は、地方自治体

の組織・運営の細目に至るまで規定し、事実上、国が地方行政を

統制する仕組みとなっていることから、地方自治体の裁量権を広

範に保障するため、地方の意見を十分に踏まえ、早急に地方自治

法を抜本改正すること。 
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12 「国と地方の協議の場」の実効性確保 

国と地方の協議に当たっては、真に国と地方が対等・協力の関

係のもと、協議の対象を幅広く捉え、国は自ら、政策の企画段階

から積極的に地方と協議すること。 

また、協議に際しては、事前の検討期間を十分設けるほか、分

科会も積極的に活用するなど、実効性のあるものとし、形式的な

運用は断じて行わないこと。 

 

 


